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「労働条件に関する協約（令和3年10月1日締結）」第258条「昇給の実施」について下
記のとおり実施すること。 

（1）２０２４年度の定期昇給は、昇給係数「４」として完全実施すること。 

（2）定期昇給の基礎となる所定昇給額については、これまで初任給改訂が行われてきた係
職１等級に在籍する者へは2,000円、係職２等級から主任職２等級に在籍する者へは
3,000円、主務職から主幹職A・Ｂ及び技術専任職に在籍する者へは2,000円を増額す
ること。 

（3）満55歳以上の社員については在籍する等級の所定昇給額による昇給を実施すること。 

「２０２４年度賃金のベースアップ」について下記のとおり実施すること。 

（1）「物価上昇分を考慮した生活維持向上分としてのベースアップ」を基礎に、２０２４年
４月１日に在籍する全社員の基本給を「一律3,000円＋基本給の定率５％」のベースア
ップ（定期昇給を含まない）を実施すること。 

（2）エルダー社員のベースアップについては、地域および等級区分によって定めるエルダ
ー基本賃金に一律18,000円を加算すること。 

組合員の生活設計とこころの豊かさの実現に向けて下記のとおり実施すること。 
（1）ＪＲ東日本グループ内における労働条件の向上ならびに労働環境の改善を図られるよ

う業務委託費の引上げを行うなど親会社としての責任を果たすこと。 

（2）エルダー社員に関わる労働環境の解決と70歳までの継続雇用制度を確立すること。 

（3）第2種特別休日制の適用者については、年間休日を120日とすること。また、第1種
特別休日制の適用者については、第2種特別休日制の改定に準じて取り扱うこと。 

今申し入れに対する回答は、
２０２４年３月15日までに行
うこと。 
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等級（一般） 
基本給改定 

ベア合計 
所定昇給額 加算額 

主幹職 A 6,600 円 

4,000 円 

10,600 円 

主幹職 B / 技術専任職 6,300 円 10,300 円 

主務職 6,000 円 10,000 円 

主任職 2 等級 / １等級 5,900 円 9,900円 

指導職２等級 / １等級 5,500 円 9,500円 

係職２等級 5,000 円 9,000円 

係職１等級 4,000 円 8,000円 

 

 所定昇給額と同一の額及び4,000円を加える。 

エルダー賃金：基本賃金に6,000円を加算 テンポラリースタッフ：時給に70円加算 
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「新賃金と夏季手当の同時検討」とは「令和６年度の新賃金・夏季手当のポイント」にあるよう
に、ベアと期末手当のあり方や実施時期の期ずれがあるものを意図的に公表して誤魔化し、社会
に過大評価させるための手法として行ったのか明らかにすること。 

（回答） 今年度より「変革 2027」が掲げる「社員・家族の幸福の実現」を具体化するため、社員の皆さんが、これまでよりも計画的な生活設
計を立てられ、働きがいの向上へつながるよう、年度末に新賃金と夏季手当を同時に示すこととしたものである。 

✓ 社員の生活設計、働きがいの向上につながると言っていたなかでの回答であったことから、会社が責任を持って社員周

知をするべきだ！  

✓ 「ベアは物価上昇を考慮した生活の維持向上分であり、それは誰にも等しくある」という労使の共通認識であることか

ら、都市手当を含まない純ベア額を示さない理由を明らかにすること。 

⚫ 

⚫ 

組

合 

会

社 

エルダー社員の「基本賃金に 6,000 円を加える」とした物価上昇に遠く及ばない回答は、日常
生活に大きな影響と不安を与えることから、正社員同様の基本賃金改定を実施すること。 

（回答） 令和６年度新賃金・夏季手当については、令和６年３月８日に回答書にて回答した内容が最終回答であり、見直す考えはない。 

✓ 昨年の3,000 円から6,000 円なったのは成果であるが、ベアの基本的考え方は社員とエルダー社員とで変わるもので

はなく、差が生じていることは承服できない。高年齢雇用継続給付との兼ね合いで、支給額を決めているのか。 

✓ エルダー組合員は賃金のみならず、環境面でも厳しい労働条件の中で勤務している。積極的に改善を行っていくこと。 

⚫ 

⚫ 

組

合 

会

社 



 

2024,03,15 208
 

32

ベースアップ額の決定にあたっては、所定昇給額を算出基礎とすることに固執するあまり
2023 年度交渉で指摘した賃金カーブの歪みと同様の制度矛盾を生じさせていることから、改め
てベースアップとは「物価上昇分を考慮した生活維持向上分でありそれは誰にも等しくあるべき
ものである」との基本的考えのもと、基本給を算出基礎にしたベースアップを実施すること。 

（回答） 令和６年度新賃金・夏季手当については、令和６年３月８日に回答書にて回答した内容が最終回答であり、見直す考えはない。 

✓ ベアの算出に所定昇給額を算出基礎にこだわる理由は何か明らかにすること。 
✓ 所定昇給額を算出基礎としたことで、昨年の初任給特別措置、４月実施のキャリア加算の発展的解消により、賃金
カーブの歪みと賃金制度の矛盾が発生していることからも、所定昇給額を算出基礎とすべきではない。 

✓ ベアは物価上昇を考慮したものであり、誰にも等しくあることからもことから、所定昇給額を持ち込むべきでは
ない。 

組

合 

⚫

⚫

⚫

会

社 
期末手当にあたっては、業績の反映・業績連動という基本的な考えを堅持し、安全性確立や健全

経営に向けた組合員の努力に応えるために今後も期末手当について実施すること。 

（回答） 期末手当は、直近の業績動向をベースとし、中長期的な経営見通しやさらには物価等の生活実態なども勘案し、総合的に検討してきた
ところである。なお、期末手当については「労働条件に関する協約（令和３年10月１日締結）」に則り取り扱っているところである。 

✓ 期末手当にあたっては、業績の反映・業績連動という基本的な考えのもと労使議論を経て決定していくこと。 
✓ 期末手当の支給水準については回答に隔たりがある。今回の 2.7 ヶ月の支給は直近の業績からみても低水準であ

り職場では納得感もなく不満の声が多く上がっている。 

組

合 

⚫

⚫

会

社 
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⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 
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